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Ⅰ　酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針

１　天塩町の酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針

（１）天塩町の酪農及び肉用牛生産をめぐる近年の情勢

本町の近年の情勢については、広大な大地を活かした粗飼料基盤をつくりあげ、重要な基幹産業である酪農及び肉用牛生産を中心

とした経営が営まれて発展してきたが、後継者がいない農家が多く、施設改善や草地改良を充分に実施されていない現状であり、

ＴＰＰが大筋合意されたこともあって離農を考えている農家もいると考えられる。作業の分業化推進や公共牧場の通年預託実施し、

平成２８度農業全般を支援する「農業支援センター」が活動を開始し、農業者の様々な取組に対して支援しているところである。

（２）天塩町の酪農及び肉用牛生産が果たす役割と責任、展開方法

・天塩町の酪農及び肉用牛生産は、本町農業の基幹産業として大きく成長して来たが、近年、離農が増え続けている現状で、地

　域経済を守るためにも新たな政策が必要である。

・担い手が高齢化している中、半数が後継者いない現状であり、生産コストの上昇や環境の問題、海外での悪性伝染病の発生懸念等、

　酪農・畜産経営を取り巻く環境は厳しさを増している。離農を防ぐためにも担い手育成が早急に取り組まなければいけない。

・ＴＰＰ協定が大筋合意に至り、一部関税の撤廃や引き下げ、輸入枠の拡大など、町内農業者や関係者の不安は極めて大きい。

・安全な乳製品及び食肉の供給を図るため自然豊かで広大な草地を有効利用した酪農及び肉用牛生産を推進する。

・地域の生産基盤の強化と地域ぐるみの収益性の向上を目指す畜産クラスターを活用した経営を推進するとともに、「人」「牛」

　「飼料」の持つ力を最大限に発揮し、「収益性高い魅力的な酪農・畜産の実現」と「食と地域を支える酪農・畜産の発展」を目指

　し、「天塩町酪農・肉用牛生産近代化計画」を策定する。

（３）酪農及び肉用牛生産の向上を推進

①生産性を向上させる取組

○担い手の育成と労働負担の軽減

・家族経営が中心であり労働力の軽減を図るためには省力化の施設及び機械導入を図り、低コスト生産につながる基本技術の徹底

　など、ゆとりある畜産経営を実現する取組を推進する。

○地域の農業をサポートする営農支援システムの確立

・ヘルパー、コントラクター、ＴＭＲセンター、大型農業生産法人、公共牧場（哺育・育成）など経営をサポートする多様な営

　農支援システムの確立。

○ロボット技術などを活かした省力的で農業で規模拡大を推進

・搾乳ロボット、自動給餌機や哺乳ロボットなどの導入による省力化と各種情報とＩＣＴ（情報通信技術）を組み合わせた新たな

　飼養管理システムの普及で規模拡大を図る。

○新規就農者の育成・確保

・新規就農希望者に対する情報提供や研修の充実強化、後継者不在農家や離農跡地の有効活用による農地取得や施設整備に係る負

　担軽減により、円滑な経営継承を推進する。

・酪農ヘルパーや農外からの就農など、多様な担い手対策を推進する。

　　　 ○大規模法人経営体の育成

　　 ・規模拡大による生産性の向上や効率的な労働力の配分、農地の有効活用、地域の雇用創出などが期待される農協や民間企業等の

　出資等による大規模法人の設立を支援する。

○ゆとりある放牧酪農の推進

　　　　・飼料生産・給与や排せつ物処理等の省力化や経営の低コスト化などゆとりある経営の展開ができる高度な放牧技術の普及を推進

　する。

②乳牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応

○飼養管理向上に向けた取組

・酪農については、牛群検定の推進と検定情報の活用による牛群管理・評価システムの活用で、乳牛の供用期間の延長、受胎率の

　向上、分娩間隔の短縮など乳牛の能力を最大限発揮する。

・肉用牛生産については、飼養管理の改善による繁殖雌牛の初産月齢の早期化や分娩間隔の短縮など効率的な肉用牛生産を推進す

　る。

　　　　○生産構造の転換等による飼養頭数の確保

　　　　　・酪農については、省力機械の導入と分業化で得た余剰で飼養頭数の増加を推進する。

・肉用牛生産については、地域で素牛生産体制構築を推進するほか、酪農部門との複合経営など多様な肉用牛生産を推進する。

○乳用後継牛の確保と肉用牛生産の拡大と家畜改良の推進

・酪農については、優良精液や受精卵移植技術の活用による優良な乳用後継牛の計画的な確保

　 ・肉用牛生産については、優良精液や受精卵移植技術の活用による優良繁殖雌牛群の構築を推進する。

③自給粗飼料生産基盤の確立

○草地基盤をフル活用した良質な自給粗飼料の生産・利用の拡大

・農地の集積・団地化を促進、計画的な草地整備改良による草地改良、コントラクター等飼料生産組織の活用など、良質で低コ

　　　 　スト粗飼料生産・利用の拡大を推進する。

　　　　・サイレージ用とうもろこしへの生産拡大を推進する。

○放牧の推進

・酪農における放牧の更なる普及や、肉用牛の繁殖雌牛で放牧を活用することにより、自給粗飼料利用率の向上を推進する。



２　畜産経営の収益力の強化

（１）収益性の向上のための取組

○良質飼料の利用による収益性の向上

・栄養価の高い良質自給飼料の生産に取り組み、自給飼料の有効活用による乳量増加及び乳質向上から収益向上を図る。

○海外悪性伝染病への対応

・外国人入国者や農場に対する注意喚起や指導の徹底、飼養衛生管理基準の遵守、実践的な防疫演習を実施等、防疫対策を強化

　する。

　○飼養管理技術の改善等による生産性の向上

・ＢＣＳに基づく適正な飼養給与や、ＩＣＴの活用等による適正な繁殖・飼養管理を行うことで生産性の向上を推進、肉用牛に

　ついては、肥育期間の短縮による効率的な肉用牛生産を推進する。

○生産基盤強化による生産量の増加

・飼養管理の分業化や省力化に取り組むとともに、計画的な設備投資を行うことで、生産量の増加を推進する。

○生産物の付加価値の向上

・酪農については、ジャージー種やブラウンスイス種、放牧や有機飼料の利用等、特色ある生乳の生産により付加価値を高めた

　ブランド化や差別化の取組を推進する。

・肉用牛生産については、霜降り牛肉に加え、適度な脂肪交雑の牛肉など、多様な牛肉の生産を推進し、付加価値向上とブラン

　ド化の図る。

（２）経営の持続的発展のための経営能力の向上

○中長期的な人材育成と円滑な経営継承

・研修教育や技術習得支援などにより、後継者の資質向上に取り組むとともに、円滑な経営継承を推進する。

○女性の活躍の推進

・女性の農業進出や６次産業に対する取組など女性の創意工夫や社交性が発揮できる取組を支援し、女性が経営や地域活動など

　に参画しやすい環境づくりを推進する。

３　家畜衛生対策及び畜産環境対策の充実・強化

（１）家畜衛生対策

○家畜衛生対策の推進

・家畜の検査や監視の徹底、診断技術の向上等、的確かつ効率的な家畜衛生対策を推進する。

○海外悪性伝染病への対応

・外国人入国者や農場に対する注意喚起や指導の徹底、飼養衛生管理基準の遵守、実践的な防疫演習を実施等、防疫対策を強化

　する。

（２）畜産環境対策

・飼料基盤と飼養規模の調和を図るため、立地条件に応じた放牧の推進など自給飼料に立脚した環境負荷の少ない畜産を推進す

　る。

・畜産農家と耕種農家との連携、良質な堆肥・液肥の生産や適切な施肥管理を推進する。

・家畜排せつ物のエネルギー利用は、地域の実情に即して利用を一層推進する。

・飼養規模等に応じた施設の整備や簡易施設等から恒久的な処理施設への整備を推進する。

４ 畜産クラスターの取組等による畜産と地域の活性化

（１）地域を支える畜産の振興

・地域の畜産生産基盤の強化と地域ぐるみの収益性向上を図る畜産クラスターの継続的な取組を関係者が一体となって推進する。

（２）新技術の開発・普及、試験研究・普及・行政と地域との連携

・酪農については、ゲノミック評価等の新たな家畜改良技術の普及、放牧利用の拡大に係る技術の開発・普及を推進する。

・肉用牛については、ゲノミック評価の活用による改良速度の向上、自給粗飼料等を活用した育成・肥育技術の開発・普及を推

　進する。

・飼料作物の新品種や安定生産技術、家畜の感染症等の診断・予防技術等の開発・普及など、関係機関が一体となった試験研究

　とその成果の普及・技術指導を推進する。

５ 畜産物の安全確保、消費者の信頼確保、ニーズを踏まえた生産・供給の推進

（１）安全な畜産物の供給と消費者の信頼を確保するための取組

○良質乳の継続的な生産をするための取組促進

・農薬や動物用医薬品等の適正使用の徹底と生産履歴の記帳・保管、搾乳機器の適正使用等による乳房炎対策など、総合的な乳

　質改善の取組を推進する。

○飼料・飼料添加物、動物用医薬品の安全確保

・飼料及び飼料添加物の製造・販売業者や生産者に対する立入検査、指導等を実施し、検査結果を公表する。

・動物用医薬品については、関連業者や獣医師及び畜産農家に対する立入検査や指導を実施する。

（２）国内実需者及び消費者のニーズ等を踏まえた生産・供給の推進

○牛乳乳製品の安定供給と弾力的な生乳取引の推進

・酪農家自らによる牛乳乳製品の製造販売や特色ある生乳の直接販売等の取組を推進する。

○６次産業化による加工・流通・販売の促進

・生乳取引の多様化を図る取組や、畜産クラスターや農林漁業成長産業化ファンド等の各種支援策を活用し、加工・流通業者の

　参画も含めた、酪農及び畜産経営の６次産業化の取組を推進する。

（３）畜産や畜産物に対する国民理解の醸成、食育等の推進



○農村景観を活かした牛乳乳製品・畜産物の提供

・ファームレストランや宿泊施設等での牛乳乳製品や道産畜産物の提供や、消費者と生産者の交流を通じ、畜産や畜産物に対す

　る理解醸成を深める取組を推進する。

・地域の特色ある牛乳乳製品や道産牛肉を国内外の観光客等に提供、紹介することにより、新たな需要の開拓やそれに応じた販

　売戦略の構築を推進する。

○酪農を通じて｢食｣と｢いのち｣を学ぶ酪農教育ファームなどの推進

・酪農教育ファームでの体験活動等の取組を通じ食育活動を推進する。

・牛乳を組み合わせることで健康的かつ美味しく和食を食べてもらう「乳和食」等を通じ、牛乳の持つ栄養効果を正しく伝える

　取組を推進する。

Ⅱ　生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標

　１　生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標

（注）１．成牛とは、24ヶ月齢以上のものをいう。以下、諸表において同じ。

　　　２．生乳生産量は、自家消費量を含め、総搾乳量とする。

　　　３．「目標」欄には計画期間の令和12年度の計画数量を、「現在」欄には原則として平成30年度の数値を記入すること。

　　　　　以下、諸表について同じ。

　２　肉用牛の飼養頭数の目標

（注）１．繁殖雌牛とは、繁殖の用に供する全ての雌牛であり、子牛、育成牛を含む。

　　　２．肉専用種のその他は、肉専用種総頭数から繁殖雌牛及び肥育牛頭数を減じた頭数で子牛を含む。以下、諸表において同じ。

　　　３．乳用種等とは、乳用種及び交雑種で、子牛、育成牛を含む。以下、諸表において同じ。
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Ⅲ　近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標

　１　酪農経営方式

　　　単一経営
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7,000 6 41 コントラ

作付体
系及び
単収

作付
延べ
面積

※放牧
利用を
含む

外部化
（種
類）

経産牛
1頭当た

り
乳量

Ⅱ
スタンチョン
（集約放牧）

家族 60 ＳＴ
ヘルパー
公共牧場

分離給与 7,500 6
チモシー
 3,500

60 コントラ
ビート
　パルプ

80 73

ビート
　パルプ

68 61 10 60（85％）ＴＭＲ 8,500 6

チモシー
トウモ
　ロコシ
　3,500

Ⅲ
スタンチョン
（集約放牧）

家族 80 ＳＴ
ヘルパー
公共牧場

分離給与 7,500 6

チモシー
トウモ
　ロコシ
 3,500

70 コントラ
ビート
　パルプ

75 68

60（85％） 86 5,180 3,593 2,700

60（85％） 67 5,400

Ⅳ
スタンチョン
（集約放牧）

家族 100 ＳＴ
ヘルパー
公共牧場

分離給与 8,000 6

チモシー
トウモ
　ロコシ
　3,500

40 ＳＴ
ヘルパー
公共牧場

分離給与
利用
（9）

チモシー
3,500

利用
（15）

利用
（5）

60（85％） 79 7,980 6,287 5,000

317



（ ha) kg

（注）１．「方式名」欄には、経営類型の特徴を、「備考」欄には「方式」の欄に掲げる方式を適用すべき区域名等を記入すること。

      ２． ６次産業化の取組を織り込む場合には、基本方針の第３の票のように、６次産業化部門に係る指標を分けて記入すること。

　　　３．（注）１，２については、「２肉用牛経営方式」についても同様とする。

経産牛
１頭当
たり飼
養労働
時間

総労働時
間（主た
る従事
者）

粗収入 経営費
農業所

得

主たる
従事者
１人当
たり所

得

頭 kg 産次 ha ％ ％ 割 円(%) hr hr 万円 万円 万円

目指す経営
の姿

経営概要 生産性指標

備考経営
形態

飼養形態 牛 飼料 人

経産牛
頭数

飼養
方式

外部化
給与
方式

放牧
利用
(放牧
地面
積)

経産牛
1頭当た

り
乳量

更新
産次

作付体
系及び
単収

作付
延べ
面積

※放牧
利用を
含む

外部化
（種
類）

購入国
産飼料
（種
類）

飼料自
給率

（国産
飼料）

粗飼料
給与率

経営内
堆肥

利用割
合

生産コスト

未利用 96（90％）

チモシー
トウモ
　ロコシ
 3,500

709,700
ビートパ

ルプ

Ⅶ
スタンチョン 家族 80 ＳＴ 公共牧場 ＴＭＲ 6 コントラ 58 4,700 8,56010

チモシー
トウモ
　ロコシ
 3,500

2,500 コントラ
ビート
　パルプ

労働 経営

生乳1kg当た
り費用合計
（現状との

比較）

63 57

5560

7,500 1,060 353

万円

Ⅵ
フリーストール 法人 3,000 ＦＳ 公共牧場 ＴＭＲ 未利用 9,700 6 10 72 33 99,200 261,900 209,520 52,380 390



　２　肉用牛経営方式

　　（１）肉専用種繁殖経営

（ ha) kg

（注）１．「方式名」欄には、経営類型の特徴を、「備考」欄には「方式」の欄に掲げる方式を適用すべき区域名等を記入すること。

      ２． ６次産業化の取組を織り込む場合には、基本方針の第３の票のように、６次産業化部門に係る指標を分けて記入すること。

　　　３．（注）１，２については、「２肉用牛経営方式」についても同様とする。

　　（２）肉用牛（肥育・一貫）経営

主たる
従事者
１人当
たり所

得

300

農業所
得

出荷月
齢

出荷時
体重

ヶ月 kg

9 311
配合

ビール粕
80 80

経営

子牛1頭当た
り費用合計
（現状との

比較）

子牛１
頭当た
り飼養
労働時

間

総労働時
間（主た
る従事
者）

粗収入 経営費

9002,250

肉専用種繁殖経営
（専業）

％ ％

186
チモシー
3,500

分離給与 9

ヶ月 ヶ月 ha 万円

21 3,15010

万円割 円(%) hr hr 万円 万円

120,967（83％） 4,00012 24 41 コントラ
家族専業

頭

公共牧場ＦＳ

備考経営
形態

飼養形態 飼料 人

飼養
頭数

飼養
方式

外部化
給与
方式

放牧
利用
(放牧
地面
積)

分娩間
隔

初産月
齢

生産コスト 労働

生産性指標

外部化
作付体
系及び
単収

作付
延べ
面積

※放牧
利用を
含む

粗飼料
給与率

経営内
堆肥

利用割
合

目指す経営
の姿

経営概要

購入国
産飼料
（種
類）

飼料自
給率

（国産
飼料）

牛



Ⅳ　乳牛又は肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項

　１　乳牛

　　（１）地域別乳牛飼養構造

( )

( )

( )

（注）「飼養農家戸数」欄の（　）には、子畜のみを飼育している農家の戸数を内数で記入する。

　　（２）乳牛の飼養規模の拡大のための措置

　本町の酪農は、広大な土地資源を背景に、経営規模の拡大や近代化を進め、本町の基幹産業として発展してきたが、担い手
の育成確保、飼料自給率の向上などの課題があり、作業の分業化を構築し、生産及び収益向上を目的とした農業を次により推
進する。
①省力化された施設機械や生産方式の導入を推進し、酪農の経営規模拡大を目指すとともに、地域の生産力の向上を図る。
②経営全般にわたる点検・分析等をおこない、生産技術や経営管理の向上を図り、経営の効率化を促進する。
③牛群検定に基づく計画的な交配を推進するとともに、ET（受精卵移植）技術の活用等による効率的な乳牛改良を推進する。
④分娩間隔の短縮や初産分娩月齢の早期化、繁殖管理の向上をはじめ、疾病の予防、飼養管理の改善を促進する。
⑤家畜排せつ物の有効活用や計画的な草地更新、適正な肥培管理、適期収穫・調製等により、飼料自給率向上に努め、生産
　性を高める。
⑥乳質を向上させるため、乳検情報の効率的な活用と衛生管理の徹底を図る。
⑦労働の軽減等を図るため、コントラクタや酪農ヘルパーの利活用を推進するとともに、TMR組織やほ育・育成等の設立を推
　進し、酪農支援組織の拡充と育成強化を図る。
⑧法人経営の育成においては、地域の実態に応じた生産組織を育成するとともに、これらの家族経営の各種取組を促進し、
　効率的な経営を実現するため、条件が整ったものについて法人化を推進する。

区域名

現在 108 81

戸 戸 ％

①総農家戸数 ②飼養農家戸
数 ②／①

目標 6,000

乳牛頭数

③総数
④うち成牛

頭数

1戸当たり平
均飼養頭数

③／②

96

頭頭 頭

5,097
87

90

8,327

目標

現在

81 8,327 5,097 96

6,000

天塩

合計
87

目標
90

現在



　２　肉用牛
　　（１）地域別肉用牛飼養構造

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
（注）（　）内には、一貫経営に係る分（肉専用種繁殖経営、乳用種・交雑種育成経営との複合経営）について内数を記入すること。

　　（２） 肉用牛の飼養規模の拡大のための措置

天塩

肉
専
用
種
繁
殖
経
営

現在 108
11

10 5,585 5,383

13
6,800 6,300

現在

10 5,585
合計

戸 ％ 頭 頭

202

500

戸

目標

①
総農家数

②
飼養農家

戸数

②／①

総数

計 肥育牛

頭

1,827

2,200

目標

頭

3,300

2,813

乳用種等

肉用牛飼養頭数

400 100

肉専用種

乳用種 交雑種

頭 頭

202

計

頭

その他繁殖雌牛

頭

743

800

800 500 400 100

0

目標
13

6,800 6,300 3,300 2,200

5,383 2,813 1,827 743 202 202現在 108
11

目標

現在

目標

現在

現在
合計

肉
専
用
種
肥
育
経
営

天塩

100

202 202

2
500

1 202

目標

乳
用
種
・
交
雑
種
肥
育
経
営

現在 108
1

目標

目標

目標

108
1

現在

500 400

現在

100

202

2
500

2021

　本町の肉用牛は、黒毛和種の肉専用繁殖経営、乳用牛の育成経営の他に、町外からの大型資本による肉専用大規模牧場や繁殖預
託経営がある。
肉牛経営の安定化と安全で良質な牛肉の消費拡大に努めるとともに、肉用牛の安定的生産の確保を行うため、次により推進する。
① 経営全般にわたる点検・分析等を的確に行い、生産技術や経営管理技術の向上を図り、経営の効率化を促進する。
② 生産性の高い肉用牛経営の確立とコストの低減を図る。
③ 肉専用繁殖経営については、専業的な経営の規模拡大を図るとともに、放牧の積極的な推進、分娩間隔の短縮等による生産コ
　 ストの低減に努める。
④ 乳用牛育成経営については、導入牛の隔離飼養、育成期における粗飼料摂取量を高めた素牛づくりを基本に、日常観察の徹底
　 等ロスの少ない効率的な生産に努める。
⑤ 家畜排せつ物の適正な土壌還元や計画的な草地更新、適正施肥、適期収穫・調製等、飼料自給率の向上に努め、生産性を
　 高める。
⑥ 生産者の見える安全で良質な牛肉の消費拡大に努めるほか、飼養管理の徹底を図る。

202

500 400

区域名

合計



Ⅴ　国産飼料基盤の強化に関する事項

　１　飼料の自給率の向上

乳用牛

肉用牛

　現在の個別完結型によるロールパックサイレージ主体の収穫体系から細断サイレージ主体の体系への移行を
進め、適期収穫と省力化を図る。また、家畜ふん尿を有効活用した肥培管理の徹底と計画的な草地更新の推
進、サイレージ用とうもろこしの栽培を推進し、自給粗飼料の生産性の向上を図り良質粗飼料の確保ととも
に、濃厚飼料の低減を図り自給率の向上に努める。合わせて、コントラクター等の酪農支援組織の機能強化を
図り、労働の省力化と生産コストの低減を図る。

現在 目標（平成37年度）

65% 75%

　２　具体的措置

50% 60%

飼料作物の作付延べ面積 1,096ha 1,100ha

飼料自給率



Ⅵ　生乳の生産者の集乳施設の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置

　１　集送乳の合理化

　　　第１の３の（６）の集送乳の合理化についての記載上の注意を参照の上、都道府県の実情を踏まえ、指定生乳生産者団体による

　２　肉用牛流通の合理化のための措置

  （１） 肉用牛(肥育牛)の出荷先                      

  （２） 肉用牛の流通合理化                      

Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項
    （１）担い手の育成と労働負担の軽減のための措置
 　国産牛肉を合理的な価格水準で安定的に供給していくため、農家段階における生産コストのみならず流通コストを削減するとともに、
市場への出荷体制を確立し、国内における生産量の増加を求められる中、消費者・実需者ニーズに即した肉牛を生産することによって、
生産・流通体制の確立をはかる。

　バルククーラーについては、ほとんどの経営が整備済みであるが、今後は生乳生産量の拡大に対応したバルククーラーの大型化・効率
化を推進し、集乳コストの低減、効率化を進める

現在（平成３０年度） 目標（令和１２年度）

出荷頭数
①

出荷先

②/①
出荷頭数

①

出荷先

②/①県内
②

県外 県内
②

県外

100

頭 頭 頭 ％ 頭 頭 頭 ％

肉専用種 66 66 0 100

0 0 0

120 120 0

乳用種 180 180 0 100 180 180 0 100

交雑種 0 0 0


